
３
月
１
４
日
、
１
３
時
か
ら
国

労
会
館
を
会
場
に
「
０
９
春
闘
勝

利
・
学
習
総
決
起
集
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
組
合
員

を
は
じ
め
、
鉄
道
退
職
者
の
会
３

名
、
家
族
会
３
名
を
含
む
４
０
名

で
し
た
。

学
習
会
は
秋
田
支
部
・
武
藤
書
記

長
を
座
長
に
二
部
構
成
で
開
催
さ

れ
、
地
本
・
瀬
下
委
員
長
の
あ
い

さ
つ
の
後
、
さ
っ
そ
く
第
１
部
春

闘
学
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
秋
田
県
学
習
協
の
鈴
木
諄

会
長
で
、
「
０
９
春
闘
を
世
直
し

運
動
の
ス
タ
ー
ト
台
に
、
変
え
よ

う
！
大
企
業
中
心
の
社
会
」
と
題

し
、
約
４
０
分
の
講
演
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

鈴
木
会
長
は
、
①
日
本
経
済
の
異

常
な
落
ち
込
み
と
、
そ
の
原
因
が

い
び
つ
な
経
済
構
造
に
あ
る
こ
と
、

②
今
こ
そ
２
３
０
兆
円
に
及
ぶ
大

企
業
の
内
部
留
保
金
の
活
用
を
、

③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
政
府
の

解
雇
規
制
の
実
態
、
④
財
界
が
い

う
「
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
の

欺
瞞
性
ー
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な

レ
ジ
ュ
メ
を
使
い
な
が
ら
講
演
さ

れ
ま
し
た
。

第
２
部
は
「
ア
ス
ベ
ス
ト
学
習

会
」
と
し
て
、
国
労
東
北
工
事
事

務
所
分
会
の
菊
田
優
書
記
長
を
講

師
に
「
ア
ス
ベ
ス
ト
労
災
認
定
の

闘
い
」
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
ま

し
た
。
こ
の
闘
い
は
、
２
０
０
５

年
６
月
に
４
６
歳
と
い
う
若
さ
で

亡
く
な
っ
た
組
合
員
の
死
亡
原
因

が
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
も
の
と
し

て
、
２
０
０
８
年
１
月
に
労
災
認

定
を
勝
ち
取
っ
た
闘
い
で
す
。

手
探
り
状
態
か
ら
取
り
組
み
を

始
め
、
遺
族
や
神
奈
川
労
災
セ
ン

タ
ー
な
ど
と
協
力
・
連
携
を
と
り

な
が
ら
、
労
基
署
や
鉄
道
運
輸
機

構
、
Ｊ
Ｒ
と
の
折
衝
、
証
拠
集
め

の
苦
労
な
ど
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
の
闘
い
に
大
い
に
参
考
に
な

る
内
容
で
し
た
。

続
い
て
、
「
鉄
道
退
職
者
の
会
」

鎌
田
事
務
局
長
と
地
本
・
渡
邉
書

記
長
か
ら
ア
ス
ベ
ス
ト
に
か
か
わ

る
現
状
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
瀬
下
委
員
長
の
「
団
結

ガ
ン
バ
ロ
ウ
」
で
閉
会
と
な
り
ま

し
た
。

第
３
部
は
「
国
労
加
入
歓
迎
会
」

を
兼
ね
た
「
懇
親
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
。
２
月
に
国
労
に
加
入
し

た
加
々
谷
亨
治
さ
ん
か
ら
は
、
国

労
加
入
に
至
っ
た
熱
い
思
い
が
語

ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
鉄
道
退
職
者
の
会
・
中

川
副
会
長
、
家
族
会
・
渡
邉
会
長

か
ら
も
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
各
支

部
委
員
長
の
決
意
表
明
な
ど
も
行

わ
れ
、
大
い
に
交
流
を
深
め
、
組

織
の
強
化
・
拡
大
な
ど
諸
課
題
の

前
進
に
向
け
た
意
思
統
一
を
図
り

た
。
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三度断罪
3月25日、東京高裁は鉄建公団訴訟に対し判決

を出しました。一審の東京地裁判決に続き、高裁

として初めて不当労働行為を明確に認め、地位確

認の請求などは退けたものの、所属組合によって

ＪＲへの採用率に顕著な差があり、所属組合によ

る不利益な取り扱いがあったと指摘。また損害賠

償請求権は無効との機構側の主張を退け、一部の

原告を除き、一審より一人当たり５０万円増額し

た５５０万円の賠償を命じました。

南裁判長は判決言い渡し後、「判決を機に早期

解決を望みます」と特にコメントしました。

今後の日程

４月４日 地本全分会長・支部委員長合同会議 １３時から１５時 国労会館 （昼食は準備します）

４月２９日 秋田県中央メーデー（連合秋田主催）

５月１日 秋田県中央メーデー（秋田県労連主催）

５月１４～１５日 第１２回東日本軟式野球大会 （大井埠頭中央海浜公園野球場）


